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　民主党政権の掲げる「地域主権戦略」の財
政面の改革では、一括交付金にフットライト
が当てられている。民主党政権が「一丁目一
番地」と位置づける「地域主権改革」の一括
交付金は、第一歩として唱えられているから
である。
　しかし、民主党政権の「地域主権戦略」で
は、従来の地方分権改革とは、改革の手順が
逆になっていることに注意しておく必要があ
る。「地域主権戦略」の工程である「原口プラン」
では、「ひもつき補助金の廃止」つまり一括交
付金化は2010年度（平成22年度）に「基本的
考え方」をまとめ、それを関連法案として予
算化し、2011年度（平成23年度）より施行し
て、さらに検討、具体化することになっている。
こうした一括交付金化を進めた上で、「地方税
財源の充実確保」を進めることになっている。
　従来の地方分権改革では特定補助金を、税
源移譲等によって一般財源化した上で、なお
残った特定補助金について改革のメスを加え
るという手順を採ってきた。ところが、今回
の「地域主権戦略」では特定補助金の一括補
助金化を先行して進めた上で、「地方税財源の
充実確保」という一般財源化に取り組むこと
になっている。
　手順が逆になっていることは、一括交付金
の改革があくまでも「特定補助金の改革」で
あることを意味する。従来の地方分権改革で
は一般財源化を進めてきたけれども、特定補
助金については予算の「目」ベースで数えて
も、600件近くの多数の特定補助金が存在して
いる。こうした多数存在している特定補助金

を、「地域主権」を確立するという観点から改
革することが一括交付金化の意義である。
　敢えて注意を喚起しておけば、改革が迷走
化しないためには、何のために改革をするの
かという改革の目的を見失わないことが重要
となる。したがって、特定補助金を廃止し、
一括交付金化をする目的が、｢地域のことは地
域が決める」という「地域主権」を確立する
ことにあることを忘れてはならないのである。
　そうだとすれば、一括交付金はどの政策に
どれだけ財政資金を投入するかを、地域住民
が「自己決定できる財源」としてデザインさ
れなければならない。もっとも、民主党のマ
ニフェストでは一括交付金の対象として廃止
される特定補助金、つまり「ひもつき補助金」
の数について、「義務教育、社会保障関係は除
く」とされている。2010年度（平成22年度）
当初予算ベースでみると、特定補助金の総額
21兆円のうち、義務教育、社会保障関係の特
定補助金だけで16.3兆円に達することになる。
　しかし、1985年に制定されたヨーロッパ自
治憲章は、可能な限り特定補助金を制限する
ことを規定している。この地方分権の世界的
潮流を決定づけたヨーロッパ自治憲章の方針
に従えば、可能な限り廃止する特定補助金の
範囲は最大限広く設定すべきである。
　その際に依拠する原則は、「現金給付は国、
サービス給付は地方」という行政責任の原則
である。つまり、「義務教育・社会保障関係」
に対しても、全国画一的な社会保障や現金給
付に限定して、一括交付金化の対象外とすべ
きである。
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　もっとも、こうした原則による社会保険や
現金給付以外にも、一括交付金の対象外とせ
ざるをえない特定補助金もある。しかし、特
定補助金を可能な限り制限するという原則に
もとづけば、災害復旧、国家補償的性格のも
の、地方税の代替的性格のもの、国庫委託金、
特定財源が原資であるものという最小限に限
定しなければならない。
　以上のような方針にもとづいて、一括交付
金の対象となる特定補助金を廃止し、一括交
付金を推進していくことになる。
　もっとも、一括交付金化を実施するにあたっ
ては、ポエニ戦争でハンニバルと戦ったロー
マの智将ファビウスに学びファビウス主義で
段階的に進めるべきである。それは地方自治
体が円滑に公共サービスを提供することを保
障することにもなる。
　フェビアン協会も採用したファビウス主義
にもとづくと、2011年度（平成23年度）から
は資本的補助金の一括交付金化、2012年度（平
成24年度）からは経常的補助金の一括交付金
化と漸進的に進めていくことが考えられる。
さらに、政策目的の重要性を判断した上で、
３年から５年という終期を設定して、一括交
付金の対象となる特定補助金でも存続する道
を開いておくことも想定できる。
　新しく導入する一括交付金をデザインする
大原則は、地方自治体の自己決定権を奪って
はならないということにある。そうだとする
と、一括交付金は各府省の枠を越えた大きな
ブロックで括

くく

り、そのブロックごとでは自由
に使用できるようにする必要がある。
　こうした府省を越えたブロックを設定する
には、政策分野という横軸とともに、経常補
助金が資本補助金という縦軸をクロスさせな
ければならない。というよりも、そもそもヨー
ロッパ諸国の地方予算は、経常予算（勘定）
と資本予算（勘定）を区分する複式予算となっ
ている。つまり、経常予算に補助金を出すか、
資本予算に補助金を出すかによって、経常補
助金と資本補助金に区分されることになる。

　こうした点を考慮して、投資支出に充当さ
れる資本一括交付金は、政策分野の枠を取り
払い一本化する。漸進主義をとるにしても、
少なくとも早期に一本化する。
　これに対して経常支出に充当される経常一
括交付金は、可能な限り大きく政策分野別に
ブロック化する。もちろん、このブロックを
段階的にさらに大きくブロック化していくこ
とになる。
　こうした一括交付金の総額や配分額につい
ては、地方財政の安定的運営を確証するため
には、現状の実績を基準とせざるをえない。
しかし、地方自治体の自己決定権を奪わない
ためには、客観的指標を導入することが望ま
しい。そのため年度間で変動の激しい市町村
に配慮しつつ、客観的指標を段階的に導入し
ていく必要がある。
　もちろん、地方自治体の自己決定権を奪わ
ない、という趣旨からすれば、国による一括
交付金の事前関与は極力縮小されなければな
らない。とはいえ、自己決定権の拡大は自己
責任の拡大を意味するので、地方自治体によ
る事後評価は充実されることになる。
　以上のような一括交付金のアジェンダを克
服すれば、一括交付金は地域主権改革のコア
になる。形式的にみても特定補助金の件数は
半減どころか、段階的に減少するからである。
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